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拳みんなで裁判員裁判を考えてみませんか蟻
弁護 士 板 井 俊介

本年５月２１日から、国民の裁判参加制度であ

る裁判員裁判が始まりました。通常、３名の裁

判官で行われる殺人事件などの重大事件の刑事

裁判に6名の一般国民が参加して、合計9名で、

犯罪とされる事実の認定や刑罰を決めることに

なります。熊本地裁でも第１号事件が、本年１０

月１４日から３日間で行われました。

もともと、裁判員裁判は、今から約１０年前、

小洲政権下で始まった司法制度改革の一環とし

て制度化されたものです。裁判員裁判に対しては、

「これまでの刑事裁判の在り方がよりよく変わる」

という希望的な見方がある一方で、「一般国民に

対し、守秘義務などの重い義務が課される」「短

時間で十分な審理ができるのか」といった問題

点も指摘されています。

ここ熊本では3,040名の裁判員候補者がすで

に選定されています。しかし、近時の報道によ

れば、熊本地裁での第１号事件の裁判員に対す

る呼出し通知に対し、返答がなかったり、「都合

が悪い」という返答が相次いだとのことです。

本誌をご覧の皆さんも、仮に、今年は候補者で

なかったとしても、来年は候補者となるかもし

れません。また、裁判員となれば、否応無しに

人に刑罰を科するかどうかを迫られます。この

ことをどのように考えるかは、非常に難しい問

題であり、また、重大な責任を伴うものである

ことは間違いありません。皆さんは、裁判員制

度をどのように考えますか。

実際に、本年８月の東京地裁を皮切りに０９年

９月３０日現在まで１１地裁で１３件の裁判員裁判

が実施されました。刑の重さの傾向を見てみま

すと、被害者に落ち度のないとされる事件では、

検察官が要求したとおりの刑罰が下されていて、

刑罰が厳しくなったという評価もなされています。

一方で、介護疲れなど、現代の社会問題が動機

となったような事件では、被告人を刑務所に送

らない執行猶予つき有罪判決が下された例もあ

りました。ただ、全体としては、厳罰化の傾向

が強まったとの印象を受けます。

元来、刑事裁判において弁護士は、裁判に訴

えられた人（被告人といいます）を弁護するこ

とを本来的使命としており、たった－人で国（検

察官）から糾弾される被告人を断固として擁護

すべき立場にあります。そういう立場からすれば、

弁護人は、裁判員裁判の下でも、被告人をより

強力に擁護することが求められており、単に、

厳罰傾向の続く制度であれば、改善しなければ

ならないでしょう。

太古の昔から、人の集まりがある限り犯罪は

絶えません。刑罰を経ても、再度、罪を犯す人

がいることも事実です。しかし、一方で、－度

過ちを犯した人であっても立派に社会復帰され

る方もたくさんおられます。このことを考える

とき、単純に「長い間刑務所に入れる（つまり

厳罰化する)」という考え方だけでは、問題は解

決しないのではないか、という疑問が沸いてき

ます。裁判員制度をきっかけに、裁判制度の在

り方のみならず、社会と犯罪そのものを国民全

体で問い直すことが求められているように思い

ます。

◆
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駿獅被害者参加常巽皇委員長中村脚
犯罪の被害に遭われた方が刑事裁判に参加する制度が平成20年１２月から始まりました｡生命や身体などを侵

害する犯罪(殺人や傷害など)や性犯罪の被害者(遺族)が参加することができます｡具体的には,証人への質問や

被告人(加害者)への質問､さらに論告･求刑までもできるようになりました。

これまでの裁判では｢カヤの外｣であった被害者が､裁判の法廷に座り発言することができるようになった画期的

な制度です｡被害者の方の考えや意見を裁判の結果(判決)に適切に反映することが期待されています。



このように、離婚する方法としては３つの方

法が考えられる訳ですが、いずれの方法を採る

にせよ、離婚をするにあたって検討しておかな

ければならないことがいくつかあります。

１つは、財産分与です。夫婦で築いた財産は、

応分にわけるものとされていますので、夫婦で

築いた財産としてどのようなものがあるのかを

確認しておきましょう。次に、離婚について、

夫婦のどちらかに責任がある場合には慰謝料を

請求できる場合がありますので、慰謝料を請求

することができるかどうかも検討しましょう。

また、平成１９年４月１日から、年金分割制度が

始まりましたので、分割割合をどのようにする

かも検討しておく必要があります。

このように、離婚をするにあたっては、様々

なことを考えなければならないのですが、未成

年の子どもがいる場合には、親権者を誰にする

か、養育費をいくらにするかも検討しておかな

拳離婚と親権・養育費巻
弁護士中1１

冒
董
雪
畠
③

<１離婚⑳ 方法、ければなりません。

離婚をしたいと思った場合､離婚する方法とｑｇ親権者鍾指定
しては､①協議離婚､②調停離婚､③裁判離婚が 親権者とは、親ﾉﾄ：

あります。協議離婚も調停離婚も夫婦の合意に親権とは、子ども（
より離婚を成立させるという点では同じですが、を監謹・教育した
調停離婚の場合、調停委員会という第三者が間 父母が結婚をし‐

に入って話し合いを進めていくことになります。て親権を行使する｜
裁判離婚は、協議離婚や調停離婚とは異なり、 る場合には、父母（

裁判所が離婚原因があると認める場合に、強制することになりま‐

的に離婚させるものです｡ただし､裁判離婚をす者を誰にするのが
るためには、調停手続きを経る卿要があります。廿ん‐

蛇離婚す墨にあたづで検討すべき甑亘

＝

可

』

親権者とは、親権を持っている人のことをいい、

親権とは、子どもの財産を管理したり、子ども

を監謹・教育したりする権利のことをいいます。

父母が結婚をしている場合は、父母は共同し

て親権を行使することになりますが、離婚をす

る場合には、父母のどちらか一方が親権を行使

することになりますので、必ず、子どもの親権

者を誰にするのかを決めておかなければなりま

せん。

父母の話し合いで子どもの親権者を誰にする

のかが決まらない場合は、家庭裁判所に調停を

申し立て、それでも決まらない場合は、裁判所

が審判によって、強制的に親権者を指定する事

になります。

親権者を誰にするかは、父母のどちらを親権

者にするのが「子の利益」になるかという観点

から判断されます。
言
皇

養育費とは、子どもが社会人として独立自活

ができるまでに必要とされる費用のことをいい

ます。養育費の範囲は、養育費を負担する者の

生活水準と同じくらいの生活水準を子どもが維

持するために必要かどうかで判断されます。

このように言うと難しく感じますが、現在では、

蓑肯費算定表というものがあり、この表を使っ

て、養育費を定めることが多くなっています。

この養育費算定表はインターネットなどでもみ

ることができます。

更４養育費について
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総多重債務・消費者問題について熱

消 費 者 問 題 対 策 委 員 会 副 委 員 長原彰宏

１萎重債務問題。消費者問題⑱現状

従来より、生活費の不足などから、サラ金など高金利の金融業者より借り入れをせざるを得なく

なり、借金を返すためにさらなる借金を重ね、いつの間にか多重債務状態に陥るという被害が多発

してきました。貸金業者による高金利と過酷な取り立ての結果、いわゆるヤミ金に手を出してさら

なる被害に苦しんだり、多重債務を抱えた人たちが自殺・犯罪・家庭崩壊に追い込まれるなど、多

重債務問題はとても深刻な問題となっていました。その一方で、貸金業者は、テレビＣＭで、誰で

も気軽に借り入れができるように宣伝しながら、債務者から高金利を取り、多重債務者を多く生み

出す役割をしてきました。

このように多重債務問題が深刻な社会問題となっていたことから、平成１８年１２月、金利の引き

下げ、過剰な貸付の抑制、ヤミ金への規制強化などを内容とする改正貸金業法が成立し、また、国

でも平成１９年４月に「多重債務問題改善プログラム」が策定され、地方自治体でも、多重債務問題

への取り組みを始めています。しかし、貸金業者の貸し渋り・貸しはがしの問題が深刻化している

面もあり、多重債務問題は依然として深刻な問題です。

また、産地偽装問題など食の安全の問題、消費者の健康や生命が危険な商品によって脅かされる

等の被害が生じる一方、消費者の向上心や見栄、コンプレックス、金銭欲などにつけ込んだ悪質商

法がいまだに後を絶ちません。本年９月１日より消費者庁・消費者委員会が発足し、消費者被害に対

する対応体制が整備されつつありますが、消費者にとって安全で公正な社会を実現することが求め

られていると思います。

昌熊率県弁謹土釜⑳取り組み

熊本県弁護士会法律相談センターでは、多重債務に関する相談（ご本人）については相談料を無

料としています。また、各自治体が随時実施する多重債務無料相談会にも相談担当弁護士を派遣す

ることにより、多重債務問題の解決に繋がるように取り組んでいます。消費者問題についても、県

や市の消費者センターと連携し、随時弁護士が相談にあたっています。また、新たな被害を生み出

さないための消費者教育のため、高校などに講師の派遣を行っています。

ここで思うのは、多重債務問題や消費者問題は、どのような方にでも起こりうるということです。

そのようなときに、一人で悩まれずに弁護士にご相談いただければ、解決の糸口は必ず見つかると

思います。お気軽にご相談いただければと思います。

雪
室
皇
室
④

参樵士費用につい℃擢士河口大”
弁護士を依頼する際に必要となる｢弁護士費用｣は､大きく①着手金②実費③成功報酬の3つに分かれます(こ

の他に｢相談料｣などがあります)。①着手金とは､事件に着手する前に頂くお金のことであり､原則として､着手

しようとする事件の対象額に応じて算定します｡②実費とは､裁判所に納める手数料や､通信･交通費等です｡③

成功報酬とは､事件が終了した後､得られた成果に応じて頂く報酬です｡各費目の内容や金額の一般的水準等に

ついては､日本弁護士連合会発行の｢市民のための弁護士報酬ガイド｣という冊子に詳細な説明がございますの

爪爪Ｉ１ＩＷＸＷＸＷＸＷＸＷＸＷｎｍｍｎｎｍｎＭＸＷ１０
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拳熊本県弁護士会の法律相談センター巻

法律相談センター運営委員会委員長

熊本県弁護士会では、市民の皆様が身近なところで法的なサービスを受けることができる環境を

整備する必要があると考え、熊本市、山鹿市、玉名市、阿蘇市、天草市、八代市、人吉市の県内７

か所に法律相談センターを設置しています。

「熊本相談センター」は、熊本市内中心部の水道町交差点の加地ビル（水道町交差点の北西に位

置する角で、熊本県民交流会館・パレアの市電軌道敷を挟んだ向かい）の３階にあります。市電を

ご利用であれば水道町、パスをご利用であれば水道町又は通町筋が最寄の停留所となります。

その他の相談センターの所在地は、次のとおりとなっています。

「山鹿・菊池地区法律相談センター」山鹿市大字山鹿１０２６－２山鹿市中央公民館内

「荒尾・玉名地区法律相談センター」玉名市岩崎１４０玉名市民会館内

「阿蘇法律相談センター」阿蘇市内牧976-2阿蘇市農村環境改善センター(阿蘇市総合センター内）

「天草法律相談センター」天草市太田町9-3天草信用金庫2階

「県南・八代法律相談センター」八代市北の丸町1-12宮崎ビル2階

「人吉・球磨法律相談センター」人吉市南泉田町3-3人吉商工会議所内

法律相談センターでの相談は、予約制となっており、どの相談センターでの法律相談も、「熊本相

談センター（Og6-325-OOO9)」で予約を受け付けています。

相談料は、多重債務問題に関する債務者自身の相談は無料（３０分)、その他の相談は３０分で

５２５０円となっています。なお、これらの有料相談につきましても、相談料の負担が困難で、法テラ

ス（日本司法支援センター・熊本相談センターと同じフロアにあります｡）の民事法律扶助制度(相談

料を援助する制度)の要件を満たす方は、この制度を利用して無料で法律相談をお受けいただけます。

当センターでは、今後とも、市民の皆様が身近なところで、タイムリーかつ適切な法的サービス

を受けることができるように環境を整備していきたいと考えております。

法律問題を抱えて悩んでおられる方は、当センターをお気軽に利用くだい。

…
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拳ＡＤＲとは何ですか霧

弁 護 士 山 之内秀一

１．熊本県弁護士会は、平成２１年８月２０日より熊本県弁護士会紛争解決センター（以下、紛争解決センタ

ーと称します｡）の活動を開始致しました。そこで、この紛争解決センターの役割、位置づけについて説

明させて頂きます。

２．紛争解決センターは、ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）の一つとして位置づけられています。そしてＡＤＲ

とは何かが問題となりますが、ひとことで言えば、当事者の自主的、主体的解決を後押しする制度だと

言えると思います。当事者間で家の貸し借りや土地の境界、遺産分割等、身の回りの問題をめぐって、

法的紛争が発生した際に、当事者間の話し合いで解決出来ない場合には、今までは厳格な裁判手続たる

訴訟によらなければ最終的な解決に至りませんでした。勿論、それに至る前に、日本では民事でも家事

でも調停という司法型ＡＤＲで当事者間の話し合いを後押しする制度がありましたが、裁判所に出頭する

ということでどうしても敷居の高いものとなっていました。そこで、裁判所に行く前の民間の中で法的

紛争が解決出来ないかということが社会的に要請され、各種の団体の中に紛争解決のための機関が設け

られ、近年増加しつつあったのです。

３．そして、そのような中で在野の法律集団である弁護士会の中でもＡＤＲを積極的に後押ししなければと

いうことで、ＡＤＲが作られ、平成２０年度においては、２５弁護士会、２９センターで紛争解決センター

ＡＤＲが作られました。そのような中で、熊本県弁護士会の中にも紛争解決センターが作られ、平成２１

年８月２０日から開始するようになったものです。

４．そして、この紛争解決センターのメリットの第一は、法的紛争の解決に長年に亘って携わってきた経験

のある弁護士が公正中立な立場で当事者から言い分を十二分に聞き取り、紛争の実体に則した柔軟で公

正妥当な解決のお手伝いをするということです。あくまで当事者の自主的解決能力を引き出して、双方

の合意による解決を目指していくものです。又、プライバシーや営業秘密を保持した非公開での解決を

目指したものや紛争を大げさにしたくないような事案にも馴染むのではないかと考えます。

５．更に、ＡＤＲについては、前述したように各種の民間団体等にも設立されていますが、近時弁護士の隣

接士業たる土地家屋調査士会、司法書士会、行政書士会等にもＡＤＲが設置する動きがあり、平成２１年

９月には熊本県土地家屋調査士会にも境界紛争解決センターというＡＤＲが出来ました。又、行政主導の

ＡＤＲも拡充する方向で、消費者センター、厚労省所管の下請け駆け込み寺等も活躍しています。

このような諸団体のＡＤＲと共働しながら更に主導していくためにも紛争解決センターの役割は大きく

なっていくのではないかと考えます。そして、前述したように市民社会では紛争関係の解消に当たって

は市民の自主的、立体的な紛争解決が何よりも望まれるもので、それを後押しする紛争解決センターに

期待されているものは大きいものではないかと考えます。弁護士、弁護士会としてはそのような市民の

期待に応えるためにも、この紛争解決センターの拡充、発展に努めなければならないと考えます。

以上
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…
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子どもの人権って？
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子どもの人権委員会弁護士小林法子

弁護士の重要な仕事の一つに子どもの人権を守ることがあります。大人が平穏な生活をしたり、仕事を選ん

だりできるのと同じように子どもも－人の人間として、安心して生活したり、学校に通ったりする権利を持っ

ています。

子どもの権利は親によって守られている場合が多いといえます。親は子どものために衣食住を提供したり、

学校に通わせたりします。しかし、親が亡くなるなどして子どもの権利を守ることができなくなった場合や、

親自身によって子どもの権利が侵害されている場合には、親以外の人が子どもの権利を守る必要があります。

このようなとき、弁護士は、行政や民間の機関とも協力しながら、子どもの生活環境を整えたり、親に代わ

って財産を管理するなどの活動を行っており、これらの活動を通じて、子どもが安心して暮らせるような社会

づくりに貢献しています。
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八代市長福島和敏

私は、今年９月に八代市長に就任し

ました。「人を大切にする市政を！」を

スローガンに、住民ニーズや地域特性

を最大限に生かしたまちづくりを目指し、

全力で市政に取り組んでまいります。

さて、平成１７年５月に、県南５番目

の公設事務所として「八代ひまわり基

金法律事務所」を開設いただき、県南．

熊本保健科学大学学長．

私はハンセン病を通じて人権を考え

る機会があります。その際のキーワー

ドは「リハビリテーション」です。「リ

ハビリ」と言いますと、ほとんどの方は、

病院での歩行訓練などを思い浮かべま

すが、「リハビリ」とは、もともと中世

キリスト教に関係した言葉で、離脱し

た者が、許されて復することを意味し

人が望ましくない状態に陥った際、再び

写
Ｐ

野
鴨

；
Ｉ
，

鋤

『

八代地域における法律事務所として、

市民の皆様への司法サービスの充実に大きな成果をあげて

こられましたことを、心から感謝申し上げます。

これからも市民ニーズは、ますます高まることが予想さ

れており、様々な紛争解決のため、当事務所の果たす役割

には、大きな期待を寄せているところでございます。

今後とも市政に対しまして、ご理解とご支援賜りますよ

うお願い申し上げますとともに、「熊本県弁護士会」の益々

のご発展と、会員各位のご健康とご多幸を心からお祈りい
たします。

ました。それで、人が望ましくない状態に陥った際、再び

良好な状態に復する、つまり人間らしく生きる権利、人権

を回復する、ことを意味するようになりました。「リハビ

リテーション医学」はそのごく一部に過ぎないのです。

弁護士さんたちのお仕事は、リハビリテーションを支援

する仕事と言い換えることが出来るのではと愚考していま

す。

NHK熊本放送局長畠山経彦

今年５月熊本市内で開催された日本学

士院の公開講演会で荒尾市出身の刑法

学者・松尾浩也先生が講演されたので

すが、「熊本と刑法」という題が面白
そうだったので出かけてみました。

講演では、熊本は佐伯千侭先生、平

野龍一先生をはじめ、著名な刑法学者

を多く輩出しているが、この伝統は江

戸中期の藩政改革で優れた刑法典をつ

日本航空熊本支店支店長藤波清孝

私は１０月１日に熊本に着任し、約

１ヶ月が経とうとしています。今後は、

多くのお客様が熊本に来て頂けますよ

う熊本のよさを県外に発信し、努力し

て参りたいと思います。法律に関しま

しては大学時代に学んでおりましたが、

社会人となってから、法規・社会規範

を遵守し、公正に責任ある行動をとる

よう心掛けてきました。同時に多様な

成年後見事件の弁護士の役割について

蕊鵡愚雇､F二百二愚l烹憲…弁護士衛藤二男

…
⑧くり幕府にも高く評価された細川重賢にさかのぼることが

できるとの話がありました。聴いていて、刑法研究の伝統

は、いわゆる「肥後人気質」とはどんな関係があるのかと

いうことに興味をそそられました。こうしたことを調べる

のは本来だれがやるべき仕事なのでしょうね？

鴬

I■Ｉ

文化・慣習や価値観を尊重するようにしてきました。

今後も、気を引き締めて責任ある行動をとるようしてい

きたいと思いますので、県弁護士会の皆様方のご指導のほ
ど、よろしくお願い致します。

、



の立場から当事者双方の言い分を聞き､話し合いによって紛争の解決
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悩みのときは､当会の弁護士にご相談下さい。
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会長挨拶
熊本県弁護士会会長

成瀬公博

会報ひまわりをご覧いただき有難うございます。今

年は日本弁護士連合会が誕生してから60周年の節目の

年を迎えました。この間、県弁護士会も言実に発展を

遂げ、今や会員数（個人）１８０名となり、来年には

200名に達する勢いです。今後とも、当会としましては、

会員弁護士とともに市民の基本的人権を守り、社会正

義を実現する努力を地道に続けてまいりたいと思います。

ところで、今年５月いよいよ裁判員制度が始まりま

した。この制度には、色々と不安をお持ちの方もあろ

うかと思いますが、裁判を他人や社会のことを真剣に

考える場、また自分を見つめ直す場としてとらえ、皆

さん積極的に参加していただきたいと思います。

裁判員制度を契機に、市民一人一人が、自分のこと

だけを考えるのではなく、他人のことを思いやれるよ

うになる、社会がそのような健全な社会に変わってい

くことを期待しています。弁護士会としても、この制

度がより良く育つよう精一杯努力を重ねる所存ですので、

皆さんも積極的な参加とご協力をどうぞ宜しくお願い

致します。

?］両ｒｒｍｐＵ■■画■ 0画ロロ回■画■■■貢■■配再
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( 委 員 長 )板井優河口大輔牧野安和

(副委員長)塩田直司坂本秀徳山村康一

奥村悪一郎平野誠司

本誌に対する御意見・御感想をお寄せ下さい。

藤
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熊本市水道町1-23加地ビル3階
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本誌の特集は､裁判外の紛争解決制度(ＡＤＲ)です｡当会でも､紛争 次々と裁判員が参加する裁判が行われ、判決

も出ています。裁判員制度により一般市民にも
裁判への関心が高まったのではないでしょうか。

その点からもこの制度を含め、司法に関する様々

な制度が市民にとってより良いものであること

が望ましいですね。

イラストレーター坂本浩一５１歳

解決センターを開設しました｡弁護士があっせん人となって､公正中立

ﾛ

を目指すものです｡多数のご利用をお勧めします｡なお､法律問題でお

、
鶴
屋

平野誠百
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熊本県弁護士会広報委員会

熊本県弁護士会

謂健運
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熊本県弁護士会
法律相談センター

〒８６０－００７８熊本市京町１－１３－１１

ＴＥＬＯ９６－３２５－０９１３(代）ＦＡＸＯ９６－３２５－０９１４

096-325-0009(法律相談センター）
090-3661-3133(当番弁護士）
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熊本県弁護士会法律相談ｾﾝﾀー


